
令和７年第１０回教育委員会定例会 会議録 

 

日    時  令和７年１０月２８日（火曜日）午後 1時 30分～午後３時３０分 

場    所  北栄町役場 第１委員会室 

出 席 者   笠見隆志教育長、徳岡幸裕委員、岡﨑しづみ委員、津島望委員、（欠席）西川健治委員 

説明等の出席者  松本教育総務課長、渡辺生涯学習課長兼図書館長、松尾公民館長 眞山参事、奥田室長 

（開会） 
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午後 1時 30分 

第１０回教育委員会定例会を始めます。 

２ 会議録署名委員の指名をお願いします。 

徳岡代理と津島委員お願いします。 

３ 行政報告に移ります。 

(資料にて説明) 

行政報告は以上です。質疑応答に移りたいと思います。 

まず教育長報告につきまして質問等はありませんか。教育総務課関係いかがでしょうか。 

対教師暴力は生徒だったということでしたけど被害にあった先生は別でいいですか。同じ先生で

はないですか。 

同じ生徒というのは対教師暴力とその下の器物破損が同じ生徒ということで、前回報告した生徒

とは違う生徒です。 

別の生徒ということですか。わかりました。また同じかなと思いましたので、わかりました。 

その他ございますでしょうか。なければ生涯学習課いかがでしょうか。続きまして図書館。 

７頁のおはなし会のところでここにあずま園とあるのですが今まではこども園だけだったよう

に思うのですけど何か要望があったのでしょうか。 

確認して回答します。 

ほくほクラブでもあずま園との交流があったということがあったので、そういう事で繋がりがで

きたのかなと勝手に想像しました。もしわかったらまた教えて下さい。 

直接は関係が無いと思うのですが、あずま園に行かせてもらった時に副理事長さんがいつでも来

てくださいとアポイントメントもいりませんからと、そんなウエルカムな感じなのだなっていう

印象が勉強になりました。子供達にそういう事がありましたので気軽に声がかかったかなと想像

しました。その他よろしいでしょうか。中央公民館関係どうでしょう。よろしいでしょうか。 

ほくえい未来ラボをずっと見に行かせてもらっているのですけど、見に来られる人が少なくてと

ても良い会なのにもう少し工夫して町民の皆さんに聞いてもらえるようにしたらいいなってい

う思いがあったので。なかなか人を集めるのは難しいかもしれないですけどもこの日も祭りがあ

って、かちあったっていう事があって時期もあるのでしょうけど。せっかく新しくできる公民館

がどういうふうな物だっていうようなことを、もう少し人がいると発表する側もいいのではない

かなっていう思いがあったので。何か工夫ができればこういうことをしたら人が集まるじゃない

かっていうようなそういうのは無いですけれど毎年少ないなって感じたので時期をまた考える

とか集まってされるのはまたいろいろ都合があるからこの時期じゃないといけないのかもしれ

ないですけど、発表するところをもう少し工夫して人を集めてもらえたらなと感じました。以上

です。 

ちなみにですが、去年最終発表が１２月だったのですけど研究員さんにとっても１２月っていう

季節的からちょっと前倒しした方がいいじゃないかなということで１０月にさせて頂いたので

すけど、各種メディアの方にも共有させて頂いておりましたけどなかなかです。今回中学生と中
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学生の保護者さんにも広くアンケートをとらせて頂いてもちろんこの最終発表にもおいで下さ

いというような声掛けもさせて頂いたのですけどもなかなか。 

祭りの方に行かれてしまったのかなと思って。 

またいろいろな工夫をして人が来ていただけるようにしたいと思います。 

課題感を持っていると思っております。 

先ほどの岡﨑委員さんの質問よろしいでしょうか。あずま園へのおはなし会ですけど偶数月に定

例で行っているようです。 

わかりました。 

よろしいでしょうか。それでは報告を以上とさせて頂きます。 

４ 議案に移ります。  

議案第 53号 北栄町竹歳敏夫奨学育英基金教育振興事業交付金交付規則の制定について 

（資料にて説明） 

資料沢山ですがご質問受けて検討して頂けたらと思いますがいかがでしょうか。 

大学等入学ってことについては家庭の事情っていうことがあるのですけども、海外っていうのは

そういうハードルがないからすごく家が裕福な所でも４番の検定２級以上相当っていうのがあ

れば補助をするっていうような事になるのですかね。 

そうですね。こちらにつきましては所得要件を定めていませんので５つの状況にあれば対象にな

るというところです。 

こういう事を初めてするのですけどもどのくらいの人数の人がこういうのに手を挙げそうかな

っていうのは想定されていますか。 

海外短期入学については令和２年度から実施して実績は１名です。入学準備金については毎年１

人２人ぐらいっていうかたちです。今年度も海外留学の方については公益財団法人の事業は終了

しているのですが、対象者はなかったです。令和７年度の補正予算については別記１の方ですね、

入学準備費交付事業のこちらについては２人分予算化させてもらっているようなかたちです。 

わかりました。 

もっと使ってくれたらなって思ったりしますね。 

結構ね。英語のできる子はできるし、できない子はってのもあるのだけどできる子はなんかこう

いうのがあれば短期の一週間ぐらいだったら行く子が沢山いるじゃないかなと思って。予算が足

りる、手を挙げる人が多くなったらどうするのだろうと思って聞いてみました。 

時期的にコロナもあったりして申請がなかったですけども、年齢的なこともあるのかなと思いま

すけど、高校生年代を対象にしているということからなかなかなのかなと思いましたけど。大学

とかの年代になればもっと手を挙げてくる子が出てくるかもしれないなと思いますけど。 

去年行った子がその 1名っていうこと。短期留学プログラムみたいな高校通じて紹介されてあっ

てそれに乗っかっていって寮みたいな所で勉強にもなるし、ドジャースの試合観戦みたいなのも

あったりなんかしてって思いながらそんな思いもしてくれたらってちょっとありました。2週間

で英語力がぐっと上がるのかは別として、動機付けみたいなのも一緒に大きなきっかけこれとこ

れをしてみたいなとか力試しになるかなとは思っています。 

入学準備金の方の交付対象者なのですけど、1番で大学又は大学院もしくは高専の 4年生に進学

または編入学する者ですけども高専の専攻科は対象にしないのですか。専攻科っていうのが高専

も５年生まで行ったあとプラス２年専攻科というのが今米子高専もあります。どちらかと言えば

編入学というか入学相当で考えれば高専の４年生に上がるのってストレートに上がっていくの

で、そのあとの専攻科２年間っていう方がどちらかといえば入学とか編入の意味合いとして近い
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気がします。高専の１年から３年を高校相当、４年生からは大学相当というふうにみていてこう

いう書き方だとは思うのですけど。そうなると立場が変わるというか専攻科に入学っていう感じ

になるのでしょうからそこは対象にしなくていいのかなってはっきりと分かってはないですけ

どそこは対象にしてもよいのじゃないかと思ったりするのですが。わりと今多いので専攻科に残

る子も。 

よく分ってなかった。 

わかりました。 

５年間普通の大学に編入してくる子もいるし。 

そのまま２年間プラス２年間で大学卒業相当っていうのが専攻科になるのですよ。 

わかりました。少し調べさせて下さい。 

必要なら入れてあげてください。 

以前の公益財団法人竹歳敏夫奨学育英会の時の規定によると交付対象者についてはこの通り書

かせて頂いているので、もしこのままでひとまず良いという事であればこのままさせて頂いて、

今頂いた意見については再度確認します。大学又は大学院というところに相当する部分として先

程津島委員からご提案頂いた部分が適切なのかどうかを検査して頂いてまた報告させて頂いた

うえで規則改正をさせて頂くという流れにしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

その他の質問があれば受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは先程の含みを持た

せたままですが、北栄町竹歳敏夫奨学育英基金教育振興事業交付金交付規則の制定についてご承

認頂けますでしょうか。承認頂きました。ありがとうございます。 

議案第 54号 町指定有形文化財の指定について 

(資料にて説明) 

質問ございませんでしょうか。そのような段取りを踏まえまして町指定有形文化財の指定につき

まして委員の皆さんのご同意を頂けますでしょうか。ご同意頂きました。ありがとうございます。 

議案第 55号 町指定文化財の貸出について 

(資料にて説明) 

ご質問がありますか。コレクション展は１１月２６日から。３２頁の貸出期間が１１月上旬から

って書いてありますね。それで３３頁の届出書には現状変更着手１１月下旬、この辺はどういう

仕組みになっているのですかね。なんかきっと間違いじゃなくてなんかあるのですよね。 

着手、終了予定というのは展示の期間となっています。貸出期間は準備も含めた期間となってい

ます。 

町指定文化財の貸出についてご承認頂けますでしょうか。ありがとうございます。議案第 55 号

承認されました。 

議案第 56号 北栄町北条歴史民俗資料館の臨時開館について 

(資料について説明) 

ちなみに美術展も月曜日開けていたら開けていたなりに人が来られる感じですかね。 

そうですね。月曜日が開いているけど特にその日は少ないという事はないですね。他の平日と同

じような感じにはなります。 

ありがとうございます。北栄町北条歴史民俗資料館の臨時開館についてご承認頂けますでしょう

か。第 56 号承認されました。ありがとうございます。以上議案審議について終わりたいと思い

ます。 

５ 協議事項 

北栄町教育振興計画について 
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(資料について説明) 

協議ということで、ご質問意見等ありましたらお願いします。私から一つ聞いていいですか。不

登校のところの数値で不登校としてカウントしている子は、例えばフリースクールに行けば出席

扱いになるということでそれで３０日に満たなかったらカウントしてない、不登校じゃないとい

うことに。 

フリースクールは確かカウントしていたというふうに思います。 

フリースクールに行っていても学校に来ていなかったら休みの扱いの子も入っている。 

不登校自体はその扱いをカウントの仕方をします。最終的な指導要録については登校扱いです。 

こういう時には学校に来ていなかったら不登校っていう。 

まず学校に来れたかどうかの線引きをするというかたちですね。そのあと最終的に教育活動とい

うか学習なり、そういうことに関わっていたかどうかで要録としての出席日数は考えるっていう

ふうなところになっています。本来は主旨を考えるとそうではないとは思いますが、フリースク

ールに行っている学校に行っている同列に扱えばそうなのでしょうけど今は同列には扱ってい

ないのが現状です。 

同列に扱っていればまた違う統計、数字が出るかもしれない。 

ある意味４頁の毎月報告している不登校の数がそれにあたるかと思います。 

その他いかがでしょう。ちなみに中学校の１％って何人かな。４人。２００人ずつぐらいいるか

な。 

はい。 

中学生が４００人として１％４人か。大きなことだね４人も違えば。１％下がったら凄い。その

他よろしいですかね。このようなかたちで進めていきたいと思います。ありがとうございました。

続きまして協議事項に書いていないですが一つ付け加えさせて下さい。 

こども園の調理業務について 

(説明) 

０歳から３歳の分を作られるという事ですけど調理場は今のこども園を使うのでしょうか。 

そうですね。調理現場については場所、器具も全部こちらが用意します。先程お話したように器

具の確保や修繕、管理に関しては町が責任をもって行います。 

調理業務だけということですね。 

そのとおりです。調理業務のみです。 

上級生がね、もともと学校給食で出しているのでわかりました。 

０歳から３歳の料理ってことか。 

北条こども園の場合、現在は０歳～３歳が自園調理していますけども、献立も大誠、由良と同じ

献立になっています。４．５歳児に関しては学校給食センターの方で調理提供しておりますので

学校と同じメニューを提供させて頂いているというかたちになっています。 

よかったです。園の中で給食が出来る美味しいにおいがするっていうのは子供達も嬉しいだろう

なって思って。 

もちろんそこは維持しながらということです。 

良いですかね。大きな構成の確認というかご報告という。 

もう少し話をすると今の調理員さん２名正職さんがおられますので、この方が続けられる限りに

ついては方向性としてはそのまま直営でやっていこうと思っています。職員さんの職場確保等々

という事もありますので。ただこれは年数を重ねていけば退職されるタイミングがありますので

その時にまた委託するしないを含めて検討するというようなかたちになります。委託していくと
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いうふうにはイメージしていますが、こういったやり方については実は琴浦町の方はやっておら

れまして、本年度で直営がすべて無くなるようなかたちらしいです。琴浦町はどうも栄養士業務

だとかそういったものもみんな委託に出すようなかたちを考えているようですが、全部委託にな

るっていう所もあるでしょうけども今のところうちの方としては栄養士が献立業務だったりっ

ていうのは直営でやりながら調理業務のみ委託していくってかたちかなと思っております。 

以上で協議事項終わります。 

６ 報告 

令和７年度園・小・中学校諸表簿の点検結果について 

(資料にて説明) 

ご質問ございませんでしょうか。なければ次の報告に参ります。 

校区外・区域外就学決定の状況について 

(資料にて説明) 

わかりました。よろしいですね。 

町長と中学生との町行政に関する意見交換会 

(資料にて説明) 

大栄中は去年とかも同じかたちでしたっけ。 

実施した事はしたのですけど、例年だと２年生なのですが今年は３年生で行いたいと希望があり

生徒が変わらず去年は、みたいな話し合いになるのじゃないかなと。 

北条は対面だったけど大栄は違いましたよね。 

大栄中は動画を提出して、コメントをいただく形でした。 

今回は対面ですね。 

はい。 

わかりました。その他よろしいでしょうか。 

７ その他 

委員さん、事務局さんその他がありますでしょうか。 

次回以降教育委員会日程は 

第１１回定例会１１月２５日（火曜日）13時 30分から 

以上で第１０回教育委員会定例会を終了します。 

 

午後３時０５分  

閉会 
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